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「輸入申告事項登録（IDA）」業務における納期限延長品目と再輸出免税品目の同一輸入申告の可能化

・仕様変更前
ＩＤＡ業務実施時に、納期限延長コードに「M：包括納期限延長個別納期限延長混在」を入力し、納期限延長品目と再輸出免税品目（関税減
免税コードに17条免税のコードを入力）を同一申告とする場合、E0303エラー（納期限延長の包括延長個別延長混在であるが、内国消費税等
減免税コードに要担保の免税コードが入力された）が出力され、業務実施できません。

・仕様変更後
納期限延長品目と再輸出免税品目を同一申告で、実施可能となるように変更します。

※「石油製品等移出（総保出）輸入申告事項登録（ＭＷＡ）」業務及び「石油製品等移出（総保出）輸入申告変更事項登録（ＭＷＡ０１）」
業務もＩＤＡ業務と同様の変更を行う。

M

納期限延長コードが「M」の場合に利用可能な、関税減免税コード及び内国消費税等減免税コードに入力する17条免税の新規コード（担保を要さない免税
において使用）を追加する。また、ＩＤＡ業務等で実施しているE0303エラーチェック処理を削除する。
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